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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を画面に表示する表示パネルと、
　前記画面に対するユーザの相対位置を検出する検出手段と、
　前記ユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対す
る前記ユーザの視線の角度が、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が
許容値に収まることが保証されている保証角度以下となるように、前記ユーザの相対位置
に基づいて、前記画面において前記画像が表示される領域である表示領域を決定する決定
手段と、
　前記決定手段が決定した前記表示領域に前記画像が表示されるように、前記表示パネル
の制御を行う制御手段と、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの前記視線の角度が前記保証角度以下の場
合に前記ユーザが認識する色および輝度の一方と、前記画面に直交する方向に対する前記
ユーザの前記視線の角度が０の場合に前記ユーザが認識する色および輝度の前記一方との
差異が、所定の許容値よりも小さい
ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記保証角度は、水平方向における角度である第１角度を含み、
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　前記決定手段は、前記ユーザの位置から前記表示領域の水平方向両端それぞれを見たと
きの、前記画面の水平方向における前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの視線の
角度が前記第１角度以下となるように、前記表示領域の水平方向の範囲を決定する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記保証角度は、垂直方向における角度である第２角度を含み、
　前記決定手段は、前記ユーザの位置から前記表示領域の垂直方向両端それぞれを見たと
きの、前記画面の垂直方向における前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの視線の
角度が前記第２角度以下となるように、前記表示領域の垂直方向の範囲を決定する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、前記画面に対する複数のユーザのそれぞれの相対位置を検出し、
　前記決定手段は、
　　前記複数のユーザのうちの第１のユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、
前記画面に直交する方向に対する前記第１のユーザの視線の角度が前記保証角度以下とな
るように、前記第１のユーザの相対位置に基づいて、第１の表示領域を決定し、
　　前記複数のユーザのうちの、前記第１のユーザと異なる第２のユーザが前記画面に表
示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対する前記第２のユーザの視線の
角度が前記保証角度以下となるように、前記第２のユーザの相対位置に基づいて、前記第
１の表示領域と異なる第２の表示領域を決定する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記第１の表示領域は、前記第２の表示領域よりも小さく、
　前記画像表示装置は、
　　前記第１の表示領域の全体が前記第２の表示領域に重なっている場合に、前記第２の
表示領域が前記第１の表示領域と同じ領域となるように前記第２の表示領域を変更する変
更手段
を備える
ことを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記第１の表示領域は、サイズおよび位置の少なくとも一方が前記第２の表示領域と異
なっており、
　前記画像表示装置は、
　　前記第１の表示領域の一部が前記第２の表示領域に重なっている場合に、前記第１の
表示領域と前記第２の表示領域とが重なり合わないように、前記第１の表示領域と前記第
２の表示領域の少なくとも一方を縮小する縮小手段
を備える
ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記第１の表示領域に表示される画像に対して、前記第１のユーザが対応していること
を通知する画像を生成し、且つ、前記第２の表示領域に表示される画像に対して、前記第
２のユーザが対応していることを通知する画像を生成する通知手段を備える
ことを特徴とする請求項５乃至請求項７のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　画像を画面に表示する表示パネルを備える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画面に対するユーザの相対位置を検出する検出ステップと、
　前記ユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対す
る前記ユーザの視線の角度が、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が
許容値に収まることが保証されている保証角度以下となるように、前記ユーザの相対位置
に基づいて、前記画面において前記画像が表示される領域である表示領域を決定する決定
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ステップと、
　前記決定ステップにおいて決定された前記表示領域に前記画像が表示されるように、前
記表示パネルの制御を行う制御ステップと、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの前記視線の角度が前記保証角度以下の場
合に前記ユーザが認識する色および輝度の一方と、前記画面に直交する方向に対する前記
ユーザの前記視線の角度が０の場合に前記ユーザが認識する色および輝度の前記一方との
差異が、所定の許容値よりも小さい
ことを特徴とする請求項９に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記保証角度は、水平方向における角度である第１角度を含み、
　前記決定ステップでは、前記ユーザの位置から前記表示領域の水平方向両端それぞれを
見たときの、前記画面の水平方向における前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの
視線の角度が前記第１角度以下となるように、前記表示領域の水平方向の範囲を決定する
ことを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記保証角度は、垂直方向における角度である第２角度を含み、
　前記決定ステップでは、前記ユーザの位置から前記表示領域の垂直方向両端それぞれを
見たときの、前記画面の垂直方向における前記画面に直交する方向に対する前記ユーザの
視線の角度が前記第２角度以下となるように、前記表示領域の垂直方向の範囲を決定する
ことを特徴とする請求項９乃至請求項１１のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方
法。
【請求項１３】
　前記検出ステップでは、前記画面に対する複数のユーザのそれぞれの相対位置を検出し
、
　前記決定ステップでは、
　　前記複数のユーザのうちの第１のユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、
前記画面に直交する方向に対する前記第１のユーザの視線の角度が前記保証角度以下とな
るように、前記第１のユーザの相対位置に基づいて、第１の表示領域を決定し、
　　前記複数のユーザのうちの、前記第１のユーザと異なる第２のユーザが前記画面に表
示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対する前記第２のユーザの視線の
角度が前記保証角度以下となるように、前記第２のユーザの相対位置に基づいて、前記第
１の表示領域と異なる第２の表示領域を決定する
ことを特徴とする請求項９乃至請求項１２のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方
法。
【請求項１４】
　前記第１の表示領域は、前記第２の表示領域よりも小さく、
　前記画像表示装置の制御方法は、
　　前記第１の表示領域の全体が前記第２の表示領域に重なっている場合に、前記第２の
表示領域が前記第１の表示領域と同じ領域となるように前記第２の表示領域を変更する変
更ステップ
を有する
ことを特徴とする請求項１３に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記第１の表示領域は、サイズおよび位置の少なくとも一方が前記第２の表示領域と異
なっており、
　前記画像表示装置は、
　　前記第１の表示領域の一部が前記第２の表示領域に重なっている場合に、前記第１の
表示領域と前記第２の表示領域とが重なり合わないように、前記第１の表示領域と前記第
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２の表示領域の少なくとも一方を縮小する縮小ステップ
を有する
ことを特徴とする請求項１３または請求項１４に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記第１の表示領域に表示される画像に対して、前記第１のユーザが対応していること
を通知する画像を生成し、且つ、前記第２の表示領域に表示される画像に対して、前記第
２のユーザが対応していることを通知する画像を生成する通知ステップを有する
ことを特徴とする請求項１３乃至請求項１５のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示装置の薄型化や画質向上技術の進展に伴い、画像表示装置の用途が拡大
されてきた。また、医療、印刷、デザインなどにおける用途の拡大によって、画像表示装
置における画像の色再現性や輝度再現性に対する要求が強まってきた。
【０００３】
　一方、画像表示装置の表示パネルには、視線の方向によってヒトの目に認識される色、
輝度、またはその両方が変化する特性を有するものがある。例えば、液晶パネルの場合、
液晶素子の屈折率の異方性などにより、液晶素子を通過する光の方向や角度に依存した様
々な複屈折現象が生じる。そのため、視線の方向によって輝度が著しく低下したり、色調
が変化したりしてしまう。
【０００４】
　このような課題を解決するための従来技術は、例えば、特許文献１に開示されている。
特許文献１に開示の技術では、画像処理により保証角度が変更される。具体的には、特許
文献１に開示の技術では、Ｒ用、Ｇ用、Ｂ用のガンマ変換回路に個別に設定された複数の
ガンマデータが画素パターンに応じて切り替えられ、切り替え後のガンマデータを用いて
ガンマ変換処理が行われる。保証角度は、ユーザに正確な輝度や色の画像を見せることの
できる角度の最大値である。具体的には、保証角度は、画面に直交する方向に対する視線
の角度であって、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が許容値に収ま
る角度の最大値である。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示の技術では、ユーザの位置（画面に対する相対位置）
によっては、ユーザが画面上の画像を見たときの、画面に直交する方向に対する視線の角
度が保証角度より大きくなってしまうことがある。また、画面のサイズが大きい場合には
、ユーザが画面の縁部を見たときの、画面に直交する方向に対する視線の角度が保証角度
より大きくなってしまうことがある。そのため、ユーザに正確な輝度や色の画像を見せる
ことができないことがある。また、特許文献１に開示の技術では、複数のユーザが画面上
の画像を見たときに、全てのユーザに正確な輝度や色の画像を見せることができないこと
がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１４７６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ユーザに正確な輝度や色の画像を確実に見せることのできる技術を提供する
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ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、
　画像を画面に表示する表示パネルと、
　前記画面に対するユーザの相対位置を検出する検出手段と、
　前記ユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対す
る前記ユーザの視線の角度が、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が
許容値に収まることが保証されている保証角度以下となるように、前記ユーザの相対位置
に基づいて、前記画面において前記画像が表示される領域である表示領域を決定する決定
手段と、
　前記決定手段が決定した前記表示領域に前記画像が表示されるように、前記表示パネル
の制御を行う制御手段と、
を備えることを特徴とする画像表示装置である。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、
　画像を画面に表示する表示パネルを備える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画面に対するユーザの相対位置を検出する検出ステップと、
　前記ユーザが前記画面に表示された画像を見た場合に、前記画面に直交する方向に対す
る前記ユーザの視線の角度が、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が
許容値に収まることが保証されている保証角度以下となるように、前記ユーザの相対位置
に基づいて、前記画面において前記画像が表示される領域である表示領域を決定する決定
ステップと、
　前記決定ステップにおいて決定された前記表示領域に前記画像が表示されるように、前
記表示パネルの制御を行う制御ステップと、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ユーザに正確な輝度や色の画像を確実に見せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１に係る画像表示装置の構成の一例を示すブロック図
【図２】実施例１に係る画像表示装置の処理フローの一例を示すフローチャート
【図３】画像表示装置とユーザの水平面上での位置関係の一例を示す図
【図４】色確認モードで表示領域が変更される様子の一例を示す図
【図５】実施例２に係る画像表示装置の構成の一例を示すブロック図
【図６】実施例２に係る画像表示装置の処理フローの一例を示すフローチャート
【図７】色確認モードで表示領域が変更される様子の一例を示す図
【図８】色確認モードで表示領域が変更される様子の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜実施例１＞
　本発明の実施例１に係る画像表示装置及びその制御方法について説明する。
　本実施例では、画像表示装置のユーザが１人の場合に、当該ユーザに正確な色の画像を
確実に見せることのできる構成について説明する。
【００１７】
　図１は、本実施例に係る画像表示装置１００の構成の一例を示すブロック図である。
　表示パネル１１１は、液晶パネル、プラズマパネル、有機ＥＬパネルなどの表示パネル
である。表示パネル１１１は、画面上の画像を正面からずれた位置から斜めに見たときに
、当該画像を正面から見たときに対して、当該画像の見え方が変化する特性を有する。そ
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して、表示パネル１１１は、画面に直交する方向に対する視線の角度が保証角度以下の範
囲では、ヒトの目に認識される色の差異が許容値に収まることが保証されている。具体的
には、表示パネル１１１は、画面に直交する方向に対する視線の水平面内の角度が第１保
証角度以下の範囲では、ヒトの目に認識される色の差異が許容値に収まることが保証され
ている。本実施例では差異が許容値以下の色を「正確な色」とする。なお、許容値はどの
ような値であってもよく、例えば、メーカ、ユーザ、定義団体などにより設定された値で
ある。
【００１８】
　画像受信部１０１には、不図示の画像出力装置から出力された画像信号が入力される。
画像受信部１０１は、入力された画像信号に対して復調処理などの所定の処理を施し、画
像データを生成する。また、入力された画像信号が圧縮された信号である場合には、画像
データを生成する際に、画像受信部１０１は、入力された画像信号に解凍処理を施す。画
像受信部１０１は、生成した画像データを表示領域変更部１０２に出力する。
【００１９】
　表示領域変更部１０２は、画像（画像受信部１０１から入力された画像データ）を表示
する領域（画面上の領域；表示領域）を制御する。具体的には、画像表示装置１００は、
通常モードと色確認モードを含む複数の表示モードを有する。通常モードは、画面全体に
画像を表示する表示モードである。色確認モードは、ユーザに正確な色の画像を見せる表
示モードである。表示モードが通常モードの場合、表示領域変更部１０２は、画面の全領
域を表示領域とする。表示モードが色確認モードの場合、表示領域変更部１０２は、表示
領域を、領域決定部１０６によって決定された領域に変更する。表示領域変更部１０２は
、操作制御部１１０から入力される表示モード切り替え要求から表示モードを判断し、処
理を切り替える。表示モード切り替え要求は、表示モードを切り替えるユーザ操作に応じ
て生成される。領域決定部１０６によって決定された領域は、領域決定部１０６から入力
される領域情報から判断される。
　また、表示領域変更部１０２は、操作制御部１１０から入力された画像領域変更要求に
従って、画面に表示する画像の領域（画像領域）を変更する。画像領域変更要求は、画像
領域を変更するユーザ操作に応じて生成される要求であり、変更後の画像領域を示す。
　そして、表示領域変更部１０２は、表示領域に画像領域を表示する画像データを、表示
データとして生成し、保証角度拡大部１０３に出力する。
【００２０】
　保証角度拡大部１０３は、画像処理により保証角度を拡大する。具体的には、保証角度
拡大部１０３は、表示パネル１１１の特性に基づいて、保証角度が拡大されるように、表
示領域変更部１０２から入力された表示データに対して画像処理を施す。保証角度拡大部
１０３は、画像処理後の表示データを画像合成部１０４に出力する。
【００２１】
　画像合成部１０４は、スクロールバー生成部１０７によって生成されたスクロールバー
を、保証角度拡大部１０３から入力された表示データに合成する。スクロールバーは、画
像領域が画像内のどの領域かを示す画像である。画像合成部１０４は、スクロールバーが
合成された表示データを表示制御部１０５に出力する。
【００２２】
　表示制御部１０５は、画像合成部１０４から入力された表示データを表示パネルに表示
する制御を行う。そのため、表示モードが色確認モードの場合には、領域決定部１０６に
よって決定された領域に画像を表示する制御が行われる。
【００２３】
　領域決定部１０６には、位置情報取得部１０９から、ユーザの位置（ユーザの画面に対
する相対位置）を表す位置情報が入力される。領域決定部１０６は、画像処理により拡大
された保証角度と、ユーザの位置とに基づいて、ユーザに見せるための画像を画面内のど
の領域に表示するかを決定する。具体的には、ユーザに見せるための画像を表示する画面
上の領域（位置及びサイズ）を決定する。領域決定部１０６は、決定した領域を表す領域
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情報を表示領域変更部１０２とスクロールバー生成部１０７に出力する。
【００２４】
　スクロールバー生成部１０７は、スクロールバーを生成する。本実施例では、表示領域
の縁に表示されるようにスクロールバーが生成される。具体的には、表示モードが通常モ
ードの場合、画面の縁に表示されるようにスクロールバーが生成される。表示モードが色
確認モードの場合、領域決定部１０６で決定された領域の縁に表示されるようにスクロー
ルバーが生成される。表示モードは、操作制御部１１０から入力される表示モード切り替
え要求から判断される。領域決定部１０６によって決定された領域は、領域決定部１０６
から入力される領域情報から判断される。
　また、スクロールバー生成部１０７は、操作制御部１１０から入力された画像領域変更
要求に従って、スクロールバーを更新する。具体的には、スクロールバーのつまみの位置
が変更される。
　なお、表示領域に画像全体が表示される場合には、スクロールバーは生成されなくても
よい。
【００２５】
　位置検出部１０８は、ユーザの位置（ユーザの画面に対する相対位置）を検出する。位
置検出部１０８は、例えば、カメラと、カメラで撮影された画像からユーザの位置を検出
する処理回路とからなる。
【００２６】
　位置情報取得部１０９は、表示モードが色確認モードの場合に、位置検出部１０８から
検出結果（ユーザの位置を表す位置情報）を取得する。表示モードは、操作制御部１１０
から入力される表示モード切り替え要求から判断される。
【００２７】
　操作制御部１１０は、ユーザによって行われた操作（ユーザ操作）を解釈し、ユーザ操
作に応じた情報（要求）を出力する。具体的には、操作制御部１１０は、表示モードを切
り替えるユーザ操作に応じて表示モード切り替え要求を生成し、表示モード切り替え要求
を、表示領域変更部１０２、スクロールバー生成部１０７、及び、位置情報取得部１０９
に出力する。また、操作制御部１１０は、画像領域を変更するユーザ操作に応じて画像領
域変更要求を生成し、画像領域変更要求を表示領域変更部１０２とスクロールバー生成部
１０７に出力する。
【００２８】
　図２を用いて、本実施例に係る画像表示装置１００の処理フローを説明する。図２は、
本実施例に係る画像表示装置１００の処理フローの一例を示すフローチャートである。な
お、以下では画像のサイズと画面のサイズが同じであるものとする。
【００２９】
　まず、ユーザ操作により表示モードが色確認モードへ移行されると、位置検出部１０８
が、画像表示装置１００の前にいるユーザの位置を検出する（Ｓ１０１）。
【００３０】
　次に、領域決定部１０６が、Ｓ１０１の検出結果に基づいて、ユーザに見せるための画
像を表示する領域を決定する（Ｓ１０２）。
　本実施例では、検出されたユーザの位置から画面上の画像を見たときの上記特性（表示
パネル１１１の特性）による見え方の変化量が許容値以下となる領域内に、画像を表示す
る領域が設定される。
　具体的には、検出されたユーザの位置から画面上の画像を見たときの、画面に垂直な方
向に対する視線の角度が保証角度以下（拡大された保証角度以下）となるように、画像を
表示する領域が決定される。
　より具体的には、ユーザの位置から領域（画像を表示する領域）の水平方向両端それぞ
れを見たときの、画面に直交する方向に対する視線の水平面内の角度がいずれも第１保証
角度以下（拡大された第１保証角度以下）となるように、領域の水平方向の範囲が決定さ
れる。垂直方向については、画面の全範囲が領域の範囲とされる。
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【００３１】
　画像を表示する領域の水平方向の範囲の決定方法について図３を用いて詳しく説明する
。図３は、画像表示装置１００とユーザの上記水平面上での位置関係の一例を示す図であ
る。
　まず、位置検出部１０８が、画面に直交する方向における、ユーザの位置と画面との間
の距離ｄを検出する。以下、ユーザの位置から画面に直交する方向に距離ｄだけ離れた２
つの位置のうち、画面側の位置を、基準位置と呼ぶ。
　次に、領域決定部１０６が、式１を用いて、距離Ｘを算出する。距離Ｘは、水平方向（
右方向及び左方向）の距離であり、基準位置から、画面に直交する方向に対する視線の水
平面内の角度が第１保証角度θとなる位置までの距離である。
 
　　Ｘ＝ｄ×ｔａｎθ　・・・（式１）
 
　そして、領域決定部１０６が、基準位置と距離Ｘで表される水平方向の範囲内の、画面
の範囲（全部または一部）を、画像を表示する領域の水平方向の範囲として設定する。
【００３２】
　Ｓ１０２の次に、スクロールバー生成部１０７が、Ｓ１０２で決定された領域のサイズ
が画面のサイズより小さいか否かを判定する（Ｓ１０３）。
　Ｓ１０２で決定された領域のサイズが画面のサイズと同じ場合には、画像全体が画面に
表示されることとなる。そのため、そのような場合には、スクロールバー生成部１０７で
スクロールバーが生成されず、画像全体が画面全体に表示される（Ｓ１０４）。
　Ｓ１０２で決定された領域のサイズが画面のサイズより小さい場合には、画像の一部が
画面に表示されることとなる。そのため、そのような場合には、スクロールバー生成部１
０７でスクロールバーが生成される。そして、Ｓ１０２で決定された領域に画像（画像の
一部）が表示されると共に（Ｓ１０５）、生成されたスクロールバーが更に表示される（
Ｓ１０６）。
【００３３】
　色確認モードで表示領域が変更される様子を図４に示す。
　図４は、基準位置と距離Ｘで表される水平方向の範囲（保証範囲）が画面の一部の範囲
である場合を示す。この場合、表示パネル１１１の特性により、ユーザは、保証範囲外に
表示される画像の色を正しく認識することができない（保証範囲内に表示される画像の色
は正しく認識することができる）。そこで、本実施例では、表示領域の水平方向の範囲を
保証範囲内の範囲に制限する。それにより、ユーザに正確な色の画像を確実に見せること
ができる。換言すれば、ユーザに不正確な色を認識させず、正確な色のみを認識させるこ
とができる。また、画像に合成されたスクロールバーを操作することによって、画像領域
を変更することもできる。
　なお、図４の例では、表示領域の水平方向の範囲が保証範囲に制限されているが、水平
方向の範囲はこれに限らない。表示領域の水平方向の範囲は保証範囲内の範囲であればよ
い。すなわち、表示領域の水平方向の範囲は、保証範囲より小さい範囲であってもよい。
【００３４】
　以上述べたように、本実施例によれば、ユーザの位置から画面上の画像を見たときの、
表示パネルの特性による見え方の変化量が許容値以下となる領域内に、画像を表示する領
域が設定される。具体的には、ユーザの位置から画面上の画像を見たときの、画面に直交
する方向に対する視線の角度が保証角度以下となるように、画像を表示する領域が決定さ
れる。それにより、上記見え方の変化量が許容値より大きくなる色の認識（画面に直交す
る方向に対する視線の角度が保証角度を超えた場合に生じる不正確な色の認識）を防ぐこ
とができ、ユーザに正確な色の画像を確実に見せることができる。より具体的には、ユー
ザの位置から領域（画像を表示する領域）の水平方向両端それぞれを見たときの、画面に
直交する方向に対する視線の水平面内の角度がいずれも第１保証角度以下となるように、
領域の水平方向の範囲が決定される。それにより、画面に直交する方向に対する視線の水
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平面内の角度が第１保証角度を超えた場合に生じる不正確な色の認識を防ぐことができ、
ユーザに正確な色の画像を確実に見せることができる。
【００３５】
　なお、本実施例では、保証角度が色を保証する場合の例を示したが、保証角度はこれに
限らない。保証角度は、色、輝度、またはその両方を保証する角度であればよい。保証角
度が輝度を保証する角度である場合には、ユーザに正確な輝度の画像を確実に見せること
ができる。保証角度が色及び輝度を保証する角度である場合には、ユーザに正確な色及び
輝度の画像を確実に見せることができる。
【００３６】
　なお、本実施例では、表示領域の水平方向の幅を制限する構成を示したが、この構成に
限らない。例えば、表示領域の垂直方向の幅が制限されてもよい。具体的には、表示パネ
ルは、画面に直交する方向に対する視線の垂直面内の角度が第２保証角度以下の範囲では
、ヒトの目に認識される色、輝度、またはその両方の差異が許容値に収まることが保証さ
れていることがある。この場合には、ユーザの位置から領域（画像を表示する領域）の垂
直方向両端それぞれを見たときの、画面に直交する方向に対する視線の垂直面内の角度が
いずれも第２保証角度以下となるように、領域の垂直方向の範囲が決定されてもよい。表
示領域の水平方向の幅と垂直方向の幅の両方が制限されてもよい。表示領域の斜め方向の
幅が制限されてもよい。
【００３７】
　なお、本実施例では、画像処理により保証角度が拡大される構成を示したが、この構成
に限らない。例えば、上記画像処理は行われなくてもよい。その場合、表示パネルの特性
（表示パネルの保証角度）とユーザの位置とに基づいて、当該ユーザに見せるための画像
の表示領域が決定されればよい。
【００３８】
　なお、本実施例では、画像表示装置が、通常モードと色確認モードを含む複数の表示モ
ードを有する構成としたが、この構成に限らない。画像表示装置では、色確認モードで行
われる上記処理が常に行われてもよい。
【００３９】
　なお、本実施例では、演算により、画像を表示する領域（具体的には水平方向の範囲）
を決定する構成としたが、この構成に限らない。例えば、ユーザの位置と、画像を表示す
る領域とが対応付けられたテーブルなどを用いて、画像を表示する領域が決定されてもよ
い。
【００４０】
　＜実施例２＞
　本発明の実施例２に係る画像表示装置及びその制御方法について説明する。なお、実施
例１と同様の処理については説明を省略する。
　本実施例では、画像表示装置のユーザが複数人の場合に、全員に正確な輝度や色の画像
を確実に見せることのできる構成について説明する。
【００４１】
　図５は、本実施例に係る画像表示装置２００の構成の一例を示すブロック図である。
　表示パネル２１３は、実施例１の表示パネル１１１と同じ機能を有する。
　画像受信部２０１は、実施例１の画像受信部１０１と同じ機能を有する。
　保証角度拡大部２０３は、実施例１の保証角度拡大部１０３と同じ機能を有する。
　位置検出部２０８は、実施例１の位置検出部１０８と同じ機能を有する。
　操作制御部２１０は、実施例１の操作制御部１１０と同じ機能を有する。
【００４２】
　位置情報取得部２０９は、実施例１の位置情報取得部１０９と同じ機能を有する。位置
検出部２０８で複数のユーザの位置が検出された場合、位置情報取得部２０９は、位置情
報として、各ユーザの位置を表す情報を取得する。
【００４３】
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　領域決定部２０６は、実施例１の領域決定部１０６と同じ機能を有する。位置検出部２
０８で複数のユーザの位置が検出された場合には、領域決定部２０６は、ユーザ毎に、そ
のユーザに見せるための画像を表示する領域を決定する。領域の決定方法は実施例１の方
法と同じである。そして、領域決定部２０６は、決定した領域を表す領域情報を領域変更
部２１１に出力する。複数のユーザの位置が検出された場合には、領域情報として、ユー
ザ毎の領域を表す情報が出力される。
【００４４】
　領域変更部２１１は、領域決定部２０６で決定された領域を変更する処理を行う。
　具体的には、領域情報が１つの領域を表す場合、即ち１人のユーザの位置が検出された
場合には、領域変更部２１１は、入力された領域情報をそのまま表示領域変更部２０２、
スクロールバー生成部２０７、及び、通知部２１２に出力する。
　領域情報が複数の領域（ユーザ毎の領域）を表す場合、即ち複数のユーザの位置が検出
された場合には、領域変更部２１１は、複数の領域の中に、一部が他の領域（領域情報で
表される領域）に重なる領域（部分重畳領域）が存在するか否かを判定する。そして、部
分重畳領域が存在する場合には、領域変更部２１１は、部分重畳領域がなくなるように領
域を変更する変更処理を行い、変更処理後の複数の領域を表す領域情報を表示領域変更部
２０２、スクロールバー生成部２０７、及び、通知部２１２に出力する。
【００４５】
　表示領域変更部２０２は、実施例１の表示領域変更部１０２と同じ機能を有する。領域
情報が複数の領域（ユーザ毎の領域）を表す場合には、表示領域変更部２０２は、各領域
に画像を表示する表示データを生成し、保証角度拡大部２０３に出力する。
【００４６】
　画像合成部２０４は、実施例１の画像合成部１０４と同じ機能を有する。通知部２１２
から後述する通知画像データが入力された場合には、画像合成部２０４は、表示データに
通知画像データを合成する処理をさらに行う。
【００４７】
　表示制御部２０５は、実施例１の表示制御部１０５と同じ機能を有する。複数のユーザ
の位置が検出された場合には、ユーザ毎の画像を表示する制御が行われる。
【００４８】
　スクロールバー生成部２０７は、実施例１のスクロールバー生成部１０７と同じ機能を
有する。領域情報が複数の領域（ユーザ毎の領域）を表す場合には、スクロールバー生成
部２０７は、領域毎にスクロールバーを生成する。
【００４９】
　通知部２１２は、表示制御部２０５がユーザ毎の画像を表示する制御を行う際に、どの
画像がどのユーザに見せるための画像かを通知する。本実施例では、通知部２１２は、ど
の画像がどのユーザに見せるための画像かを示す画像（通知画像）を画面に表示する制御
を行う。具体的には、領域情報が複数の領域（ユーザ毎の領域）を表す場合に、通知部２
１２は、どの画像がどのユーザに見せるための画像かを表す画像データ（通知画像データ
）を生成し、画像合成部２０４に出力する。通知画像データは、例えば、領域毎のメッセ
ージやアイコン等の画像データである。メッセージとしては「この画像は左から２番目の
人用の画像です」などが考えられる。アイコンとしては、対応するユーザの位置を表すア
イコンなどが考えられる。また、カメラ等で撮影された画像からユーザを特定することが
できる場合には、「この画像はＦさん用の画像です」などのメッセージや、ユーザを表す
アイコンを使用することもできる。
【００５０】
　図６を用いて、本実施例に係る画像表示装置２００の処理フローを説明する。図６は、
本実施例に係る画像表示装置２００の処理フローの一例を示すフローチャートである。な
お、以下では、画像のサイズを画面のサイズが同じであるものとする。また、１人のユー
ザの位置が検出された場合の処理フローは実施例１（図２）と同じであるため、その説明
は省略する。以下では、複数のユーザの位置が検出された場合の処理フローについて説明
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する。
【００５１】
　まず、ユーザ操作により表示モードが色確認モードへ移行されると、位置検出部２０８
が、画像表示装置２００の前にいる複数のユーザの位置を検出する（Ｓ２０１）。本ステ
ップでは、画像表示装置２００の前にいる全てのユーザの位置が検出されてもよいし、所
定数（例えば５人）以下のユーザの位置が検出されてもよい。
　次に、領域決定部１０６が、Ｓ２０１の検出結果に基づいて、ユーザ毎に、そのユーザ
に見せるための画像を表示する領域を決定する（Ｓ２０２）。
【００５２】
　そして、領域変更部２１１が、Ｓ２０２で決定された複数の領域の中に、領域の一部が
他の領域（Ｓ２０２で決定された領域）に重なる領域（部分重畳領域）が存在するか否か
を判定する（Ｓ２０３）。部分重畳領域が存在する場合にはＳ２０４へ処理が進められる
。部分重畳領域が存在しない場合にはＳ２０８へ処理が進められる。
【００５３】
　Ｓ２０４では、領域変更部２１１が、Ｓ２０２で決定された複数の領域の中に、領域全
体が他の領域（Ｓ２０２で決定された領域）に重なる領域（完全重畳領域）が存在するか
否かを判定する。完全重畳領域が存在しない場合には、Ｓ２０６へ処理が進められる。完
全重畳領域が存在する場合には、領域変更部２１１が、完全重畳領域を、当該完全重畳領
域全体が重なっている領域と同じ領域に変更する（Ｓ２０５；第１変更処理）。即ち、Ｓ
２０５の処理により、Ｓ２０２で決定された一の領域が、Ｓ２０２で決定された他の領域
内の領域である場合に、当該他の領域が当該一の領域と同じ領域に変更される。その後、
Ｓ２０６に処理が進められる。
【００５４】
　Ｓ２０６では、領域変更部２１１が、Ｓ２０２で決定された複数の領域の中に、部分重
畳領域が存在するか否かを判定する。部分重畳領域が存在しない場合には、Ｓ２０８へ処
理が進められる。部分重畳領域が存在する場合には、領域変更部２１１が、部分重畳領域
と、当該部分重畳領域の一部が重なっている領域とが重なり合わないように、それらの領
域の少なくとも一方の領域を縮小する（Ｓ２０７；第２変更処理）。即ち、Ｓ２０７の処
理により、Ｓ２０２で決定された一の領域の一部が、Ｓ２０２で決定された他の領域に重
なっている場合に、当該一の領域と当該他の領域が重なり合わないように、当該一の領域
と当該他の領域の少なくとも一方の領域が縮小される。その後、Ｓ２０８に処理が進めら
れる。
【００５５】
　Ｓ２０８では、スクロールバー生成部２０７が、第１変更処理及び第２変更処理後の複
数の領域（第１変更処理、第２変更処理が行われていない場合にはＳ２０２で決定された
複数の領域）のサイズが画面のサイズより小さいか否かを判定する。
　複数の領域のサイズが画面のサイズと同じ場合には、スクロールバー生成部２０７でス
クロールバーが生成されず、画像全体が画面全体に表示される（Ｓ２０９）。
　複数の領域のサイズが画面のサイズより小さい場合には、スクロールバー生成部２０７
で領域毎にスクロールバーが生成される。そして、複数の領域のそれぞれに画像（画像の
一部）が表示されると共に（Ｓ２１０）、生成された複数のスクロールバーが更に表示さ
れる（Ｓ２１１）。また、どの画像がどのユーザに見せるための画像かを示す通知画像が
更に表示される（Ｓ２１２）。
【００５６】
　色確認モードで表示領域が変更される様子を図７，８に示す。図７，８は、複数のユー
ザＡ～Ｃが存在する場合の例である。
【００５７】
　図７の例では、領域決定部２０６により、３人のユーザＡ～Ｃに対応する３つの領域Ｒ
１１～Ｒ１３が決定される。ここで、領域Ｒ１１は全体が領域Ｒ１２に重なっている完全
重畳領域、領域Ｒ１２は一部が領域Ｒ１１，Ｒ１３に重なっている部分重畳領域、領域Ｒ
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１３は一部が領域Ｒ１２に重なっている部分重畳領域である。そのため、第１変更処理に
よりＲ１２がＲ１１と同じ領域に変更される。第１変更処理後、部分重畳領域は存在しな
くなるため、領域Ｒ１１，Ｒ１３に画像が表示されることになる。そして、ユーザＡとユ
ーザＢは同じ領域Ｒ１１に表示された画像を見ることになり、ユーザＣは領域Ｒ１３に表
示された画像を見ることになる。ここで、領域Ｒ１１ではなく領域Ｒ１２に画像を表示し
てしまうと、ユーザＡが領域Ｒ１２内の一部（領域Ｒ１１が重なっていない部分）を見た
ときに、不正確な色が認識されてしまう。領域Ｒ１１は、ユーザＡ，Ｂが正確な色を認識
することのできる領域である。また、領域Ｒ１３は、ユーザＣが正確な色を認識すること
のできる領域である。そのため、本実施例では、全てのユーザ（ユーザＡ～Ｃ）に正確な
色の画像を確実に見せることができる。また、図７の例では、領域Ｒ１１に「左側２名用
」、領域Ｒ１３に「右側１名用」のメッセージが表示されている。それにより、ユーザＡ
～Ｃはどの画像を見ればよいのか把握することができ、全てのユーザに正確な色の画像を
より確実に見せることができる。
【００５８】
　図８の例では、領域決定部２０６により、３人のユーザＡ～Ｃに対応する３つの領域Ｒ
２１～Ｒ２３が決定される。図７と図８とではユーザＡ～Ｃの位置が異なるため、領域Ｒ
１１～Ｒ１３とは異なる領域Ｒ２１～Ｒ２３が決定される。領域Ｒ２１～Ｒ２３はいずれ
も完全重畳領域ではないため、第１変更処理は行われない。しかしながら、領域Ｒ２１は
一部が領域Ｒ２２に重なっている部分重畳領域、領域Ｒ２２は一部が領域Ｒ２１，Ｒ２３
に重なっている部分重畳領域、領域Ｒ２３は一部が領域Ｒ２２に重なっている部分重畳領
域である。領域が重なり合う部分に異なる画像を表示することはできない。そこで、本実
施例では、第２変更処理により、領域Ｒ２１～Ｒ２３が重なり合わないように、領域Ｒ２
１～Ｒ２３の全部（または一部）が縮小される。第２変更処理後、部分重畳領域は存在し
なくなるため、領域Ｒ３１～Ｒ３３（第２変更処理後の領域Ｒ２１～Ｒ２３）に画像が表
示されることになる。そして、ユーザＡは領域Ｒ３１に表示された画像を見ることになる
。ユーザＢは領域Ｒ３２に表示された画像を見ることになる。ユーザＣは領域Ｒ３３に表
示された画像を見ることになる。領域Ｒ３１は、ユーザＡが正確な色を認識することので
きる領域である。領域Ｒ３２は、ユーザＢが正確な色を認識することのできる領域である
。領域Ｒ３３は、ユーザＣが正確な色を認識することのできる領域である。そのため、本
実施例では、全てのユーザ（ユーザＡ～Ｃ）に正確な色の画像を確実に見せることができ
る。また、図８の例では、領域Ｒ３１に「左側１名用」、領域Ｒ３２に「真中１名用」、
領域Ｒ３３に「右側１名用」のメッセージが表示されている。それにより、ユーザＡ～Ｃ
はどの画像を見ればよいのか把握することができ、全てのユーザに正確な色の画像をより
確実に見せることができる。
　なお、第２変更処理では、領域間のサイズのばらつきが小さくなるように、領域のサイ
ズを縮小することが好ましい。それにより、一部のユーザに見せる画像の表示領域だけが
極端に小さくなることを抑制することができる。
【００５９】
　以上述べたように、本実施例によれば、複数のユーザの位置が検出された場合に、全て
のユーザに対して正確な色の画像を確実に見せることができる。
　なお、本実施例では、メッセージやアイコン等の画像（通知画像）を表示することによ
り、どの画像がどのユーザに見せるための画像かを通知する構成としたが、これに限らな
い。例えば、音声によりどの画像がどのユーザに見せるための画像かが通知されてもよい
。どの画像がどのユーザに見せるための画像かの通知は行われなくてもよい。
　なお、本実施例では第１変更処理と第２変更処理を行う構成としたが、第１変更処理と
第２変更処理のいずれか一方のみが行われてもよい。
　また、本実施例では１つの機能部により第１変更処理と第２変更処理が行われる構成と
したが、第１変更処理と第２変更処理はそれぞれ異なる機能部によって行われてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
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　１００，２００　画像表示装置
　１０５，２０５　表示制御部
　１０６，２０６　領域決定部
　１０８，２０８　位置検出部
　１１１，２１３　表示パネル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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